
・岡崎市内においては、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」内に対象となる建築物がある場合
は認定しません。ただし、敷地が区域にあったとしても建物が区域内になければ認定します。

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域以外の災害リスクがある区域については、規定する法律等による
基準に適合する必要があるとともに、各災害リスクに応じた必要な措置を可能なかぎり検討してください。

（岡崎市）自然災害基準に関する区域の確認方法

岡崎市内に指定状況が有る区域について、対応マップ、窓口又は電話にて確認してください。



・道路以外の都市計画施設の担当窓口は、各施設を所管する課になります。

（岡崎市）居住環境基準に関する区域の確認方法

岡崎市内に指定状況が有る区域について、対応マップにて確認してください。


